
(様式例第11)

山形県知事

吉村美栄子 殿

標記について、医療法第12条の2第2項の規定に基づき、令和元年度の業務に関して報告します。

山形市立病院済生館の地域医療支援病院の業務報告について

住所

開設者の住所及び氏名

申請者

氏名

〒990-8533

山形市七日町一丁目3番26号

住所

氏名

済管第 579 号

令和2年10月5日

(注)開設者が法人である場合は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には
法人の名称を記入すること。

名称

山形市七日町1-3-26

山形市立病院済生館

病院事業管理者平川秀紀

山形市立病院済生館開設者山形市長佐藤孝弘

2

山形市立病院済生館

3

〒990-8533

山形市七日町一丁目3番26号

電話(023) 625-5555

記

所在の場所

4

精神病床

病床数

感染症病床

床

結核病床

床

療養病床

床

一般病床

床 528床

合計

528床
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5 施設の構造設備

施設名

集中治療室

化学検査室

(検体検査室)

細菌検査室

(主な設備)

病床数

(主な設備)生化学分析装置

自動血球分析装置

自動免疫分析装置

病理検査室

病理解剖室

0床

(主な設備)血液培養自動分析装置
全自動同定・薬剤感受性シス私

(主な設備)自動固定包埋装置

バラフィン包埋ブロック作製装置
クリオスタット

研究室

設備概要

講義室

(主な設備)病理解剖台

組織分解減量装置

図書室

(主な設備)研究用PC 7台

救急用又は患者

搬送用自動車

室数

医薬品情報管理室

室数

1室

(注)主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器等を記入すること。

(主な設備)

保有台数

2室

収容定員

[専用室の場合]

蔵所数

150人

8,000冊程度

床面積 21.51Υ;

台



(様式例第12)他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されている

ことを証する書類及び救急医療の提供実績

1.地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率

地域医療支援病院

紹介率

地域医療支援病院

逆紹介率

算出

根拠

A

92.2%

紹介患者の数

B

(注) 1

初診患者の数

C

98.3%

(注) 2

逆紹介患者の数.

「地域医療支援病院紹介率」欄は、 AをBで除した数に100を乗じて、小数点以下第1位ま

で記入すること。

「地域医療支援病院逆紹介率」欄は、 CをBで除した数に100を乗じて、小数点以下第1位

まで記入すること.。

それぞれの患者数については、前年度の延数を記入すること。

算定

期間

(注) 3

平成31年4月1日~令和2年3月31日

10,272人

11,136人

10,944人



(様式例第13)

NO.

重症救急患者の受入れに対応できる医療従事者の確保状況

救急医療を提供する能力を有することを証する書類

職種 氏 名

別紙による

常勤

非常勤

勤務の態様

常勤

非常勤

専従

非専従

常勤

非常勤

専従

非専従

常勤

非常勤

勤務時間

専従

非専従

常勤

非常勤

専従

非専従

常勤

非常勤

専従

非専従

常勤

非常勤

備考

専従

非専従

常勤
非常勤

専従

非専従

常勤

非常勤

専従

非専従

常勤

非常勤

2

優先的に使用できる病床

専従

非専従

重症救急患者のための病床の確保状況

常勤

非常勤

専用病床

専従

非専従

一般病床以外の病床を含む場合は、病床区分ごとに記載すること。(注)

常勤

非常勤

専従

非専従

常勤

非常勤

専従

非専従

常勤

非常勤

専従

非専従

専従

非専従

10床

5床



3 重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設の概要

施設名

診察室

処置室

床面積

MR1室

CT室

X線室

21.1m

37.9m

設

アンギオ室

心カテ室

備

(主な設備)除細動器、酸素吸入装置、

人工呼吸器、救急蘇生器、

輸血設備、超音波診断器等

113.7m

概

胸部高圧撮影室

92.3m

要

(主な設備)磁気共鳴断層撮影装置

4

(主な設備) 80列コンヒ゜ユータ断層撮影装置

64列コンヒ゜.ータ断層撮影装置

16列コンヒ゜ユータ断層撮影装置

167.7m

救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき都道府県知事の救急病院の認定を受
けている病院である。認定期間:令和2年2月1日~5年1月31日

備考

170.8m

(注)特定の診療科において、重症救急患者の受入体制を確保する場合には、その旨を記載すること。
既に、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき都道府県知事の救急病院

の認定を受けている病院、救急医療対策の設備事業について(昭和52年7月6日付け医発第692
号厚生省医務局長通知)に基づき救急医療を実施している病院にあっては、その旨を記載するこ
と。

5 救急医療の提供の実績

(主な設備)X線装置

24時間使用の可否

18. om

(主な設備)頭腹部血管撮影装置

心血管撮影装置

可

救急用又は患者輸送自動車により搬入した
救急患者の数

(主な設備)胸部高圧撮影装置

可

可

上記以外の救急患者の数

(注)それぞれの患者数については、前年度の延べ数を記入すること。

括弧内には、それぞれの患者数のうち入院を要した患者数を記載すること。

6 救急用又は患者輸送用自動車

可

可

合計

可

救急用又は患者輸送用自動車

5,357人

2,574人)

10,149人

1,723人)

15,506人

4,297人)

1ム



(様式例第13の呂味氏)
救急医療を提供する能力を有することを証する書類
1 重症救急患者の受け入れに対応できる医療従事者の確保状況
N0醗 ^麹種奪越

2

3

医師

4

医師

5

瓣護濡疑蕩民名^鰯紳

医師

6

医師

7

医師

8

黒木実智雄

医師

9

医師

10

西瀬雄子

医師

11

菊池弘樹

医師

12

中村琢也

医師

13

梅原松樹

医師

14

魅'、礁朔'務の態様美和腕'喫

畑山

医師

植田怜男

15

医師

16

田畑里子

医師

17

岩渕勝好

医師

常勤・非専従

18

和田敏弘

医師

常勤・非専従

19

會田康子

医師

常勤・非専従

20

阿部

医師

常勤・非専従

21

石橋悠

医師

常勤・非専従

22

宮崎収

医師

常勤・非専従

23

宮脇洋

医師

趣網発勤務{間繊謬

常勤・非専従

24

中田

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

25

金子

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

26

木村淳

五十嵐雅

医師

常勤・非専従

375時間及び宿日直

27

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

28

令和2年3月31日現在

出川

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

29

高橋

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

30

星川

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

31

翻添台桑賢考途艇裁泌

小林

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

32

竹原

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

33

長谷川

医師

常勤・非専従

37.5時問及び宿日直

34

佐久間良

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

35

川田

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

36

向井

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

37

清水行敏

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

38

前田勝子

小田切徹州

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

39

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

40

阿部暁子

五十嵐丈人

医師

37.5時間及ぴ宿日直

常勤・非専従

41

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

42

角田孝彦

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

43

佐藤文子

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

44

高井憲司

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

45

野呂篤司

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

46

鈴木貴之

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

47

松本周

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

48

近藤礼

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

49

山木

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

50

下川

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

51

鈴木仁

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

52

柴崎

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

53

小澤

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

54

藤田

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

55

酒弁伸嘉

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

56

吉田隆之

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

57

佐藤文彦

冨倉理紗子

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

58

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

59

那須

新川智佳子

医師

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

60

医師

37.5時間及び宿日直

常勤・非専従

渡邊千尋

61

看餓師(手術劃

医師

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

62

大澤悠

看護師(内視鏡)

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

長岡由姫

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

暑俵師(放射線科

鑓水健也

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

篠崎克洋

37.5時間及ぴ宿日直

常勤・非専従

屋代祥典

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

久下淳史

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

折原淑枝

加藤佐紀子

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

石山里美

常勤・非専従

375時間及び宿日直

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

常勤・非専従

375時間及ぴ宿日直

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

37.5時間及ぴ宿日直

常勤・非専従

37.5時間及ぴ宿日直

常勤・非専従

釘.5時間及ぴ宿日直

常勤・非専従

37.5時間及び宿日直

37.5時間及び宿日直

37.5時間及ぴ宿日直

37.5時間及び宿日直

37.5時間及ぴ宿日直

37.5時間及び宿日直

37.5時問及び宿日直

主となる者のみ記載

主となる者のみ記載

主となる者のみ記載

裕

紀祐

和茂

善

行紀

治賢

人仁

傑
宏知

太健

幸由

侑友

宏智

喜迪



(様式例第14)地域医療従事者による診療、研究又は研修のための利用(共同利用)のための体制が
整備されていることを証する書類

①令和元年度共同禾1」用医療機関延べ数・・・・・・・・・・・732

共同利用の実績

②上記①の医療機関のうち、開設者と直接関係のない医療機関延べ数・・・・732

③共同利用に係る病床の病床利用率

(注)前年度において共同利用を行った実績がある場合において、当該前年度の共同利用を行った医

療機関の延べ数、これらの医療機関のうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数、共同利用

に係る病床の病床利用率を明記すること。

共同診療

{騎"獣".

2

建物の全部

CT、 MR I、 R I、血管撮影装置、大腸ファイバー

共同利用の範囲等

5西(1床) 59.9%5東(1床) 76.3%

6西(2床) 80.1%6東(1床)フフ.0%

9東(1床) 74.フ%7東(1床) 85.4%

10西(1床) 70.0%9西(2床) 79.5%

※病床利用率は病棟全体の病床利用率(令和元年度)

(注)当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具のうち、共同利用の対象とする予定

のものを明記すること。

・}

・}

3 共同利用の体制

ア共同利用に関する規定の有無

イ利用医師等登録制度の担当者

4

医療機関名

登録医療機関の名簿

甲'ぞーーー
職種:^

共同利用に関する規定が有る場合には、当該規定の写しを添付すること。(注)

開設者名

注当該病院と同一の2次医療圏に所在する医療機関のみ記入すること。

常時共同利用可能な病床数

住

別紙のとおり

所 主たる診療科名
地域医療支援病院開設者との経営上

の関係

全て関係なし

10床

用禾同共

療
器

診
機

同
療

、

{



登録医NI

0001

登録医療機関名

0002

明石医院

0004

荒井小児科医院

0007

板坂胃腸科内科クリニック

0009

大内内科胃腸科医院

0011

国井クリニック

0014

三條クリニック

0015

二瓶内科クリニック

0016

緑町関ロクリニック

登録医師名

0017

共同利用制度登録医師名簿

庄司眼科医院

0018

伊藤義彦

阿部外科胃腸科医院

0019

荒井恵一

いがらし内科循環器科クリニック

0020

板坂哲

奥山内科胃腸科クリニック

0022

住所

大内敬一

金沢医院

0023

國井兵太郎

小松胃腸科内科クリニック

山形市旅篭町1-9-22

0024

三條敏邦

しろにし診療所

山形市久保田1-4-27

0025

二瓶邦信

高橋クリニック

山形市江俣4-6-23

0027

関口賢太郎

橘医院

山形市下条町2-1-20

0028

庄司功

内藤医院

寒河江市大字中郷1450-1

0029

阿部宏一

中村医院

山形市寿町14-3

0030

五十嵐秀

ねもとクリニック

山形市宮町1-5-23

0032

奥山芳見

芳賀胃腸科内制クリニック

山形市緑町1-フ-16

主たる診療科

0033

金沢喜代志

高橋胃腸科内科医院

山形市東原町1-12-14

0034

小松博

皮膚科

武田整形外科クリニック

山形市八日町2-1-15

0035

小川裕

小児科

原田香曽裳部医院

山形市銅町2-24-5

0036

高橋眞二

大道寺内科医院

内科、胃腸科

山形市深町3-1-20

0037

橘英郎

まつだクリニック

内科、胃腸科、消化器科

上山市旭町1-フ-17

0038

内藤章

産婦人科

おかべクリニック

山形市柳原76(46-9)

0039

中村東一郎

佐藤眼科医院

胃腸科、内科、外科、紅門科

山形市城西町4-27-25

0040

根本元

鶴官小児科医院

内科

山形市上町3-6-41

0041

芳賀陽一

高野せきね外科眼科クリニック

脳神経外科、神経内科、内科

山形市西田4-9-16

登録類型

0042

高橋邦弘

芳川小児科医院

眼科

山形市飲砲町1-4-20

施

0043

武田昌孝

中島眼科医院

外科、胃腸科、紅門科、内科

山形市あかねケ丘1-1・'1

0044

香曽宴部謙志

早坂内科循環器科医院

内科、循環器科

機

山形市小白川町4-8-13

0045

大道寺七兵衛

吉村医院

内科、胃腸科、消化器科

山形市あこや町2-15-1

0047

松田綵子

土田小児科医院

内科、消化器科

山形市飯塚町字中道北448-3

0048

岡部健二

みさわクリニック

胃腸科、内科、消化器科

山形市山家町2-6-6

0049

佐藤泰司

大沼医院

内科

上山市栄町2-6-1

0051

鶴官康

大沼医院

外科、内科、胃腸科、整形外科

山形市上町3-11-4

0053

関根智久

斯波医院

内科、胃腸科、消化器科、循環器制

山形市桧町3-8-32

0055

芳川正流

小田消化器科内科クリニック

眼科

山形市大字長谷堂4464

0057

中島久雄

内科、消化器科

あかねケ丘整形外科医院

山形市美畑町れー"

0058

早坂真喜雄

青山医院

内科、外科、循環器科、心臓血管外科

山形市東原町3-10-フ

0060

吉村信幸

伊藤泌尿器科クリニック

胃腸科、消化器科、内科

上山市八日町1-1

0061

土田秀二

内ケ崎医院

胃腸科、内科

山形市元木2-6-13

0062

三澤裕之

整形外科

大泉胃腸科内科クリニック

山形市春日町8-30

0063

大沼天

大島医院

内科

山形市あかねケ丘2-10-2

0065

大沼央

内科、循環器科

大島医院

山形市小姓町1-34

0066

熱田明子

' 0067

御殿湯ひふ科医院

内科、循環器科

山形市長町2-3-6

小田聡二

沢村クリニック

内科、外科、胃腸科

山形市城南町3-5-28

佐藤

眼科

佐藤清医院

東根市神町中央1-11-18

青山浩

小児科

東根市神町中央1-11-18

伊藤啓一

外科、内科、乳腺甲状腺外科

山形市宮町5-4-28

内ケ崎じゅん

小児科

山形市大字片谷地121-12

大泉晴史

眼科

山形市あかねケ丘二丁目10-3

大島扶美

内科、循環器科

上山市八日町4-21

五+嵐仁子

紅門科、胃腸科、内科、外科

山形市五+鈴一丁目1-28

佐藤紀嗣

小児科、内科

山形市幸町12-50

沢村俊宏

内科、消化器科

山形市城西町五丁目21-15

佐藤清

内科、小児科、呼吸噐乳、循環器剥

山形市桜田西四丁目1-14

内科、小児科、血液透析

山形市桜田西四丁目1-14

内科、呼吸器科、アレルギー科

上山市御井戸丁3-3

内科、消化噐科

山形市東原町四丁目16-フ

整形外科

山形市五十齢一丁目6-56

循環器科

泌尿器科、皮膚科

精神科

胃腸科、内科

神経内科

神経内科、内分泌

皮膚科

泌尿器科、皮膚科

脳外科、内科

浩



豊録医ぬ

0068

登録医療機関名

0069

城西医院

0070

城南内科胃腸科医院

0071

鈴木外科胃腸科医院

0072

武田内科胃腸科医院

0073

なわの内科医院

0074

長岡医院

0075

原田眼科医院

0076

深瀬内科医院

登録医師名

007フ

矢尾板医院

0078

沼澤和典

山田菊地医院

0079

吉福宏実

ごとう医院

0081

鈴木清夫

やさく医院

0083

住所

武田義雄

もんま内科皮ふ科医院

0083

縄野光正

きくち内科医院

山形市春日町13-27

長岡迪生

軽井沢クリニック

山形市若葉町5-13

原田正夫

山形市七日町四丁目4-フ

深瀬憲雄

山形市鈴川町三丁目15-61

矢尾板信孝

山形市七日町三丁目5-1

山田修久

上山市沢丁9-13

後藤成治

上山市十日町9-2

矢作祐一

山形市落合町195-3

主たる診療科

門馬孝

山形市十日町一丁目2-29

菊地義文

内科、循環器科、消化器科

山形市西田二丁目1-27

妹尾和克

内科、胃腸科、小児科

.

山形市東青田三丁目11-10

外科、胃腸科、内科、整形外科、紅門科

山形市成沢西五丁目6-22

内科

山形市小立二丁目7-20

内科、胃腸科

山形市松見町16-24

内科

上山市軽井沢2-3-29

.

眼科

内科

登録類型

内科

施

鱗外判、内科、外瓢、神軽内料、整融外科、りハビリ科

内科

機

内科

内科、皮膚科

内科。消化器内科

内科、外科

計 62 56



地域医療従事者.共同利用

制度運営要領

山形市立病院済生館



第2 医療機関の登録

1 事前登録

共同利用制度は、研修会等への参加を除いて施設及び機器の利用に際し
ては事前に登録をしなけれぱならない。

2 登録名

共同利用制度の利用登録名は、紹介患者診療型共同利用及び医療機器利
用型共同利用に際しては医療機関名をもって登録するものとする。

3 登録の対象医療機関

共同利用制度における各類型ごとの登録できる医療機関の対象は、村山

二次保健医療圏の医療機関及ぴ済生館と医療連携を行っている医療機関と
する。

4 登録の申請

(わ共同利用制度の利用のための登録を行おうとする医療機関は、「共同
利用制度登録申請書」により館長に登録申請するものとする。

(2)館長が申請内容を審査し、登録を承認した場合は、「共同利用制度登
録機関名簿」に登録医療機関名・登録医師名などを登録して当該医療機
関へ通知する。

5 登録医証の発行及び共同利用制度登録確認書の送付

「共同利用制度登・録機関名箔」に登録医として登録された医師には「登
録医証」を発行するとともに、「共同利用制度登録確認書」を送付する。

ノ

6 登録有効期間 ノ

登録の有効期限は登録日の属する年度の3月31日までとし、特別の事
情がない限り次年度以降において毎年更新することができる。

7 登録内容の変更

(1)「共同利用制度登録機関名簿」に登録された登録医を追加するなどそ
の登録内容を変更する場合には、「共同利用制度登録変更申請書」によ
りその変更.を行うものとする。

(2)変更申請がなされた場合の処理については、申請時の場合の処理に準
じる。

8 登録の辞退

「共同利用制度登録機関名簿」の登録を辞退する医療機関は、館長に対
し文書により辞退の申し出をしなけれぱならない。

ノ

2



与

第4 医療機器利用型共同利用(機器共同利用)

1 医療機器利用型共同利用の内容
地域等医療機関が検査目的で紹介する患者について、地域でのかかりつ

け医としての立場を尊重しながら、依頼医(登録医。以下「依頼医」とい
う。)と病院内担当医とが連携し病院内の医療器械を共同利用することに
よりその検査を行うもので、検査後のかかりつけ医への円滑な連携に資す
るとともに、当該患者に対してより良い医療の提供を目指すための共同利
用をいう。

2 利用できる対象者

当該共同利用を利用できる医療従事者は、登録された医療機関の登録医
とする。

3 利用できる時間
当該共同利用を利用できる時間は、病院開院日の時間内とする。

4 利用方法は、次の二通りとする。
(1)当院の放射線科医に検査と読影診断を委ねるとき(従来法)
① 放射線科医が撮影から読影まで行うものとする。
② 検査予約の申込みは現行通りとする。

②依頼医が検査を行うとき
①依頼医が検査を行うときは、あらかじめ病院内担当医及び放射線科医

と事前調整を行うものとする。
②撮影のみで放射線科医は読影を行わないものとする。
③検査時における事故等については、検査施行者の責任とする。
④検査を行う際に使用する造影剤や医療機器等の使用料若しくは検査

以外に処置等を行ったときの経費等の負担については、後日依頼医は
済生館発行の明細書に基づき支払うものとする。

5 対象医療機器
当該共同利用として利用できる医療機器は、次のとおりとする。

(1)磁気共鳴断層撮影装置(MR D
(2)コンピユータ断層撮影装置(CT)
(3)ラジオアイソトープ検査装置(R D
(4)血管撮影装置(アンギわ
⑤その他館長が認めた医療機器

i

7 共同利用後の報告
①当院の放射線科医に検査と読影診断を委ねるとき(従来法)

済生館では、検査依頼票と放射線科医の読影レボートを保存する。
②依頼医が検査を行うとき

当該共同利用を行った依頼医は、当日の共同利用終了後に「共同診療
実施記録」に必要事項を記入するものとする。

4

6 予約の調整
当該共同利用を行おうとする依頼医は、病院内担当医との事前調整後に、

共同利用する医療機器の検査予約を地域医療連携室を通じて行うものとす
る。

ー
ノ



(様式例第15)

1 研修の内容

・学術講演会(診ます会講演会・分科会) 4回

「頭頸部領域の外科治療~QOLの向上を目指して~」

「神経障害瘻痛の薬物療法」

「山形慢性腎臓病病診連携講演会」

「山形脳卒中地域連携講演会」

・症例検討会 5回

・がん治療症例検討会 5回

・救急講習会 6回

・救急医学合同研修会 1回

・医療福祉研修会 1回

・脳卒中地域連携パス研修会 1回

・裾癒予防ケア講習会 4回

地域医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することの証明

2 研修の実績

(1)地域の医療従事者への実施回数

(2)(1)の合計研修者数

(注)1 研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれるものを記入すること。

(注) 2 (2)には、前年度の研修生の実数を記入すること。

3 研修の体制

零^
ア研修プログラムの有無

イ研修委員会設置の有無

ウ研修指導者

研修指導者氏名

年

職 種 診療科

卿絲氏のとおり

役職等

?6回

1,150人

臨床経験数

年

特記事項

年

年

年

年

年

年



(注)教育責任者については、特記事項欄にその旨を記載すること。

4 研修実施のための施設及び設備の概要

施 設 名

4階

大会議室

仕也域医療センター)

床面積 設

4階

中会議室

(保健教育センター)

(主な設備)机(5 2台)、椅子(24 1

脚)、 DVDプレーヤー、カセットデッキ、

CDプレーヤー、アンプ、テレビチューナ

ー、 OHC、バックライトユニット、ビデ、

オプロジェクター、電動スクリーン、電動

暗幕、モニターテレビ(左右各3台)、マイ

ク(ワイヤレス 3、タイピン型2、コード

付き 2)、レーザーポインター、マイク用延

長コード、三脚マイクスタンド、卓上マイ

クスタンド、スライドプロジェクター、

ロジェクター、スピーカー、演台1式、移動

型ステージ、ホワイトボード、移動用シャ
ーカステン

備

214.2m

97.9m

概 要

(主な設備)机(2 1台)、椅子(6 3

脚)、ビデオデッキ、カセットデッキ、 CD

プレーヤー、アンプ、テレビ、 OHC、ス

クリーン、マイク(ワイヤレス 2、タイピ

ン型2、コード付き 2)、レーザーポインタ

ー、マイク用延長コード、三脚マイクスタ

ンド、卓上マイクスタンド、スライドプロ

ジェクター、プロジェクター、スピーカ
ー、演台1式、ホワイトボード、移動用シャ
ーカステン



令和元年度の研修目標(プログラム)

. 研修目標

地域医療従事者の研修を実施することにより、地域医療全体の質の向上、医療技術

の発展促進を図ると共に、地域医療の連携を深める。

2. 研修計画

1)医師部門

症例検討会を通じ、疾患の診断、治療方針を共有し、疾患毎の病診連携を積極的に

図る。

症例検討会

がん治療症例検討会

症例検討会

診ます会講演会

病院内外の講師が、up to dateな話題について講演し、会員の研修を行う。

年2回程度開催し、演題にょっては、他の医療従事者をも含める。

2)、看護師、検査部門

在宅看護の支援を目指し、症例を通じ認定看護師による看護技術の向上のため、安

全教育委員会と共同で、患者様の事故防止のための方策について研修する。

2ケ月に1回程度

2ケ月に1回程度

3)薬剤師

在宅医療、病診連携を円滑に施行するためには、薬剤師の役割が重要であり、薬薬

連携を充実するため、病院薬剤師や医師による指導と研修を行う。

4)医療・福祉従事者

行政や他病院と共同で現在の実情や課題について研修を行う。

医療・福祉研修会 年1回開催



5) 救急隊員(救急救命士を含む)

救急の講習会

研修医、新人看護師を含めて、救急疾患や各科の救急処置についての指導研修

を行うもので、 5月に6回実施し、救急隊員や看護ステーションの

看護職員にも案内を行う。

救急医学合同研修会

各救急隊(山形市、上山市、天童市、西村山広域)と、救急搬送患者の入院後

の経過と救急疾患の理解を深めるため、合同研修会を年1回開催する。(11

月)

3. 研修指導体制

別紙のとおり



NO. 開催日

4月10日

2

令和元年度地域医療従事者研修会等開催状況

3

5月7日

開催場所

4

済生館4階大会議室

5月8日

5月10日

済生館4階大会議室

5 5月14日

6

済生館4階中会議室

5月21日

済生館4階大会議室

7 5月24日

8

第60回がん治療症例検討会

済生館4階大会議室

5月28日

9

第1回救急講習会

済生館4階大会議室

10

研修会等名称

5月18日

第179回症例検討会

済生館4階大会議室

6月8日

済生館4階大会議室

第2回救急講習会

11

済生館4階大会議室

12

第3回救急講習会

6月6日

済生館4階大会議室

13

第4回救急講習会

6月12日

7月10日

第5回救急講習会

山形グランドホテル

14

第6回救急講習会

済生館4階大会議室

15

9月6日

第1回祷癒予防ケア講習会

院内

済生館4階中会議室

9月11日

16

出席者数

第2回樗癒予防ケア講習会

17

診ます会総会講演会
「頭頚部領域の外科治療

た 下

9月26日

済生館4階大会議室

37

18

10月3日

済生館4階大会議室

23

第61回がん治療症例検討会

19

10月5日

21

ホテルキャッスル

16

第180回症例検討会

38

20

10月9日

19

医療と福祉研修会
「病院と地域が協働して考える意思決定支

援」

山形国際ホテル

21

39

11月2日

済生館4階大会議室

19

U

11月13日

22

22

済生館4階中会議室

第62回がん治療症例検討会

~QOLの向上を目指し

20

12

11月25日

23

30

済生館4階大会議室

第10回山形慢性腎臓病(CKD)病診連携講演会

18

19

24

診ます会講演会
「神経障害性癒痛の薬物療法」

31

済生館4階大会議室

1月8日

19

25

2月12日

5

39

済生館4階大会議室

第3回祷癒予防ケア講習会

5

26

2月21日

8

済生館4階中会議室

23

第181回症例検討会

4

28

27

3月11日

27

済生館4階大会議室

第4回樗癒予防ケア講習会

92

35

3月19日

済生館4階大会議室

33

第63回がん治療症例検討会

37

101

、

済生館4階中会議室

39

救急医、学合同研修会

18

193

第182回症例検討会

0

山形国際ホテル

43

第64回がん治療症例検討会

2

37

22

緩和ケアに関する講演会

20

29

第183回症例検討会

15

72

山形脳卒中地域医療講演会

9

16

23

7

13

31

21

24

22

4

31

26

19

22

74

0

23

28

※開催延期

74

26

32

148

82

0

29

20

17

32

715

99

21

435 1,巧0ムぎ十

計外院



令和元年度地域医療従事者研修指導体制

研修指導者
氏名

平川秀紀

齋藤伸二郎

清水行敏

職種

増田啓治

医師

木村淳

医師

出川紀行

診療科

医師

五十嵐雅彦

消化器内科

医師

脳神経外科

黒木実智雄

医師

医師

小児科

西瀬雄子

病院事業管理者

岩渕勝好

整形外科

医師

宮脇

副館長(兼)臨床研修センター室長(兼)安全管理室長

内科

中田茂和

内科

医師

金子一善

第一診療部長(兼)医療情報管理室長

前田勝子

医師

副館長(兼)第二診療部長(,櫛地域医療連携室長(兼)医療相談
室

内科

小田切徹州

医師

阿部暁子

内科長(兼)輸血室長

医師

消化器内科

大竹修一

腎臓内科長厳)人工透析室長

職名

医師

渡邉奈美

消化器内科

医師

内科長(兼)地域糖尿病センター室長.(兼)中央診療部臨床検査

高井憲司

呼吸器内科

医師

佐久間良

循環器内科

医師

主任医長(兼)消化器内科長(兼)中央診療部外来化学療法室長
(兼)臨床研修センター副室長(兼)がん相談支援センター室長

循環器内科

医師

大西啓祐

循環器内科

医師

主任医長

小児科

医師

呼吸器内科長厳)医療情報・院内がん登録推進担当

小児科

五十嵐幸夫

医師

循環器内科長(兼)救急室長

小児科

医師

長谷川繁生

主任医長

分泌

放射線科

主任医長

二瓶義博

放射線科

医師

主任医長(兼)小児科長

免許取
得後年

数

高須直樹

放射線科

主任医長

鈴木

脳神経内科

任医

医師

主任医長

酒井伸嘉

主任医長蹴)放射線科長

医師

那須

45

外科

主任医長

篠崎克洋

医師

主任医長

特記事項

長岡由姫

医師

39

外科

主任医長厳)脳神経内科長

井上右子

医師

主任医長(兼)外科長(,柏内視鏡外科主任医長個を)内視鏡外科
長(兼)消化器外科主任医長(兼)中央診療部中央材料室長(兼)
手術室副室長(兼)臨床研修センター副室長(兼)安全管理室主

医長

外科

38

医師

近藤礼

外科

医師

38

外科

IZ、

医師

久下淳史

33

地域医按従事者靭修委員会委員長

主任医長(兼)消化器外科主任医長

泌尿器科

医師

32

主任医長(兼)消化器外科主任医長(兼)消化器外科長(兼)がん
相談支援センター室長

大竹浩也

産婦人科

医師

地域医療従事者研修委員会委員

石山里美

耳鼻咽唄・如甑部到斜

主任医長(兼)中央診療部救急室副室長

医師

36

麻酔科

石擇純子

主任医長

麻酔科

高橋孝子

主任医長鎌)泌尿器科長

医師

25

歯科

黒田

主任医長

24

医師

長岡純一

主任医長(兼)耳鼻咽喉・頭頸部外科長

脳神経外科

33

荒井浩一

看護師

主任医長(兼)救急科長

36

宥護師

主任医長

救急科

28

看護師

主任医長(兼)歯科長

26

病理診断科

医療技術職

中央診療部長(兼)りハビリテーション室長(兼)手術室長(兼)第二
診療部脳神経外科長

32

看護部

医療技術職

24

看護部

医療技術職

23

主任医長

看護部

36

中央放射線

主任医長(兼)病理診断科長

34

臨床検査室

副着護部長(病棟看護担当)

27

薬局

看護部長

30

地域医療連携室厳)看護師長
技師長

技師長

29

薬局長

34

34

26

地域医療従事者研修委員会委員

23

39

35

地域医療従事者研修委員会委員

27

28

23

28

31

23

26

39

38

34

40

地城医療従事者研修委員会委員

37

36

洋

イ

隆

功



地域医療従事者研修委員会

設置要綱

山形市立病院済生館



(名称)

第1条この委員会は、山形市立病院済生館地域医療従事者研修委員会(以下「委
員会」という。)と称する。

(目的) 上"

第乞条委員会は、病診連携を深め、地域完結型医療を実践するために必要と塚る
医療従事者の研修等に可能な限り助力U 地域医療の質の向上イ医療技術の
発展促進を目的とする。

(任務)

第3条委員会は、次の事項を行う0
a)研修計画の立案、研修の運営及びその評価
(2)研修実施状況の「済生館地域医療連携推進協議会」への報告

(組織)

第4条委員会は、委員長、教育責任者、プログラム責任者及び委員若干名で組織
する。

2 委員長、教育責任者、プログラム責任者及ぴ委員は館長が指名する。
3 事務局を地域医療連携室に置き、副室長がその事務にあたる。

{委員長}

第5条委員長は委員会を主宰し、地域医療連携室長があたる。

(委員会の開催)
第6条委員会は委員長が召集し、編月の開催とする。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長
が定める。

山形市立病院済生館
地域医療従事者研修委員会設置要綱

1

附則

この要綱は、平成15年9月1日から実施する。



(様式例第16)

管理責任者氏名

診療並びに病院の管理及ぴ運営に関する諸記録の管理方法

管理担当者氏名

^事業管理者平川秀紀(診療に関する諸記録)

「診療に関する諸記録」

医事業務室長伊藤誠朗

「病院の管理及び運営に関する諸記録」

各担当部署

診療に関する諸記録

病院日誌、各科診療日誌、処方

せん、手術記録、看護記録、検査所

見記録、エックス線写真、紹介状、

退院した患者に係る入院期間中の
診療経過の要約

保管場所

「入院」に関しては倉

庫に保管

「外来」に関しては北

町書庫(直近 10年分)

及び倉庫に保管

その他は各担当部署に

保管

平成

17年

12月

まで

共同利用の実績

病院の管
理及び運

営に関す

る諸記録

救急医療の提供の実績

平成

18年

1月

以降

分

「入院」に関しては、年

毎、患者毎＼科毎に保管

管理

「外来」に関しては、患

者毎に保管管理

その他は適宜、患者毎及

び年度毎に保管管理

地域の医療従事者の資質の向上

を図るための研修の実績

類

電子カルテシステム内

に電子情報として保管

方

閲覧実績

法

放射線科

地域医療連携室

紹介患者に対する医療提供及び

他の病院又は診療所に対する患

者紹介の実績の数を明らかにす
る帳簿

(注)「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録にっいて記入する必要はなく、全体としての管理
方法の概略を記入すること。

救急室

管理課

地域医療連携室

患者毎に保管管理

/

地域医療連携室

患者毎に保管管理

ノノノ

患者毎に保管管理

地域医療連携室

研修会毎に保管管理

患者毎に保管管理

患者毎に保管管理



(様式例第17)

閲覧責任者氏名

閲覧担当者氏名

閲覧の求めに応じる場所

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類

閲覧の手続の概要

「地域医療支援病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧についての取扱規程」による

副館長(兼)地域医療連携室長増田啓治

地域医療連携^^

地域医療連携室

前年度の総閲覧件数

閲 覧 者

医師

別
歯科医師

地方公共団体

その他

0件

0件

0件

0件

0件



入

地域医療支援病院の管理及び

運営に関する諸記録の閲覧に

ついての取扱規程

山形市立病院済生館



平成15年7月1日決裁

趣旨

.、'この.規程は、'医療法(昭和24年法律第β7号)第16条の2第5号に.規定する地域医
療支援病院が閲覧に供する諸記録の閲覧の取扱いにっいて、必要な事項を定める
ものとする。

閲覧できる者."
諸記録を閲覧できる者は、法令の規定に従い次の者とする。

①山形市立病院済生館(地域医療支援病院)1こ患者を紹介しようとする医師
⑦山形市立病院済生館(地域医療支援病院)1こ患者を紹介しようとする歯科医

(3)地方公共団体(医療法第16条の2第5号及び医療法施行規則第9条の17)

3 間覧できる諸記録
閲覧できる諸記録は、法令の規定に従い次の実績を明らかにする諸記録とする0

(1)共同利用の実績
②救急医療の提供の実績
③地域等の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績

閲覧実績
紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実

地域医療支援病院の管理及び運営に関する諸記録
の閲覧についての取扱規程

2

4 閲覧の手続
①諸記録を閲覧しようとする者は「閲覧申出書」により閲覧を申し出るものと

する。

(2)閲覧の取扱いは、月曜日から金曜日(国民の祝日及び休日並びに年末年始休
日を除く・。)までの午前9時から午後4時までとする。

5 閲覧の場所及び事務担当
(お閲覧場所は、地域医療連携室内とする。
②閲覧仁関する事務は、地域医療連携室が担当する。

この規程は、平成15年7月22日から施行する。

)
)
績

4
5

(
(



閲

山形市立病院済生館

館長

覧 申 出

様

地域医療支援病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧にっいての取扱規程
に基づき、下記により病院の診療並びに病院の管理及ぴ運営に関する諸記録の
閲覧を申し出ます。

申出人

圭ミ
^

住

平成

医機関名

氏名

閲覧を希望する記録

年

話号

口

月

共伺利用の実績

救急医療の提供

地域等の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績

閲覧実績

紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績

日

備考

記

印

ロ
ロ
ロ
ロ



(様式例第18)

委員会の開催回数

1 令和元年5月20日第1回山形市立病院済生館地域医療連携推進協議会

報告事項(1)平成30年度紹介患者の動向・事業実績報告

(2)「診ます会講演会」について協議事項

委員会の開催の実績

2 令和元年6月6日第2回山形市立病院済生館地域医療連携推進協議会

報告事項(1)平成30年度紹介患者の動向・事業実績報告

(2)令和元年度事業計画(案)について協議事項

委員会における議論の概要

3 令和元年11月18日第3回山形市立病院済生館地域医療連携推進協議会

報告事項(1)令和元年度上半期の紹介患者の動向

(2) RenkeiNET@べにぱなネットの利用患者数

(3)共同診療利用及ぴ医療機器共同利用の状況

(4)地域医療従事者研修会等開催状況

(5)在宅・転院支援・連携パス状況

協議事項(1)地域医療の役割分担について

(2)在宅医療支援について

(3)その他

4回

4 令和2年2月10日第4回山形市立病院済生館地域医療連携協議会

(1)最新の紹介患者の動向報告事項

(2) RenkeiNET@べにぱなネットの利用患者数

(3)共同診療利用及び医療機器共同利用の状況

(4)地域医療従事者研修会等開催状況

(5)在宅・退院支援・連携パスの状況

(6)患者満足度調査

協議事項 (1)地域医療の役割分担について

(2)在宅医療支援について

(3)その他

(注)委員会の開催回数及び議論の概要については、前年度のものを記載すること



地域、医療連携推進協議会規約

山形市立病院済生館



山形市立病院済生館地域医療連携推進協議会規約

平成15年6月19日決裁

(設置)
第1条住民が身近な医療機関で病状に応じた適時・・適切な医療を受けられるよう、

各医療機関がそれぞれの機能の分担と連携を図り、継続性の,ある、丁貫した医療を
提供すること(以卞丁医療連携」'と・い、うし)が求め弓れて.いる中で、村山地域の中
核的塞幹病院と,じての山形市立病院済'館(以卞・「済生館jと・し^う。)が果たすべ
き役割等にっいて医療関係者等から広く意見を聴取し、医療連携の推進を図るこ
とを目的として山形市立病院済生館地域医療連携推進協議会(以下「本会」とい
う。)を設置する。

(検討事項)
第2条本会は、前条の目、的達成のため、次に掲げる事項を検討する。

1 地域医療支援病院の管理者の行うべき事項の業務遂行状況に関する事項
済生館における医療連携の方鉛及び実践方法に関する事項②
医療連携に関する情報交換及ぴ課題解決の方法に閏する事項③
その他医療連携の推進に関する事項④

(組織)
第3条'本会は、会長及び委員若千名をもって組織する。
2 会長には、済生館館長が当たり、委員は、会長が委嘱する。
3 委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

(会長の職務)
第4条会長は、会務を総理し、会議の座長となる。
2 会長に事故があるときは、済生館地域医療連携室長がその職務を代理する。

(会議)
第5条本会は、年4回開催1{会長力せ召集する。
2 本会に必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞く

ことができる。

(専門部会)
第6条本会には、必要に応じて専門部会を設置することができる。

(事務局)
第7条本会に事務局を設置し、事務局長は済生館事務局長が当たる。
2 本会の庶務は、済生館地域医療連携室において処理する。

(委任)
第8条この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、会長

が別に定める。

附則
この規約は、平成15年6月23日から施行する。

2 平成1 5年'10月1 5日「部改正
＼~,



(様式例第19)

患者相談を行う場所

主として患者相談を行った者

患者相談の実績

患者相談件数

【相談内容】

1428件◆医療福祉相談

(生活困窮 29、障害福祉31、受診4認、社会保障221、在宅介護221、がん468)

◆在宅・転院支援相談 1,430 件

ψハビリ転院392、療養転院316、自宅退院360、施設入所218

病状悪化・死亡等による相談中止1")

◆苦情相談 22件

(診療8、看護 5、薬0、受付5、環境2、納付2)

診療記録開示 19件

(複数回答可)

相談窓口・11E匝聖・その他(

患者相談の概要

n蒜じた対策】(平成30年度新規実施)

1.在宅・転院支援相談

①ケアマネージャーと病院専門職との連携勉強会

②病棟カンファレンス院内りハビリカンファレンス参加

③退院支援基準マニュアルの見直し

2.医療福祉相談

医療相談窓口の案内のため、がん相談を含めた医療相談室パンフレットをりニュー

アル作成した

2,朋0件

(注)患者相談の概要については、相談内容を適切に分類し記載するとともに、相談に基づき講

じた対策等があれぱ併せて記載すること。また、個人が同定されないよう配慮すること。



(様式第 20)

①病院の機能に関する第三者による評価の有無

病院の機能に関する第三者による評価

その他の地域医療支援病院に求められる取組みに関する書類(任意)

・評価を行った機関名、評価を受けた時期

日本医療機能評価機構による認定(平成31年2月15日認定更新)

(注)医療機能に関する第三者による評価については、日本医療機能評価機構等による評価があるこ
と。

2

①果たしている役割に関する情報発信の有無

果たしている役割に関する情報発信

・,情報発信の方法、内容等の概要

ホームページによる情報発信、症例検討会の開催、市民健康講座による啓蒙

3

①退院調整部門の有無

退院調整部門

・退院鯛整部門の概要

地域医療連携室において、専従の看護師2名・社会福祉士1名が、病棟りンクナースと連携し

診療所など各医療機関と箱接な関係を構築し、迅速かつ円滑な退院支援を実践している。

有

4

①地域連携クリティカルパスの策定

地域連携を促進するための取組み

・策定した地域連携クリティカルパスの種類・内容

大腿骨頚部骨折・脳卒中・慢性腎臓病・糖尿病

・地域連携クリティカルパスを普及させるための取組み

地域医療連携推進協議会、診ます会総会、研修会、講演会などにおいて、その運用と効果的な

実施について協議・周知を図っている。

有 毎
J、、、

有無

有

無

無


